
別添資料 





別紙１

令和  年  月  日 

関 与 先 名 簿

所  轄 

税務署名 
氏 名・名 称 納    税    地 関与開始年 

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

（注）１ ４月１日現在の状況を記載してください。 

２ □の箇所は、該当の□にレ点を付してください。 

３ Ａ４規格かつ当様式の全項目を満たす場合は、任意の書式を添付しても構いません。 

その場合は、「別紙のとおり」の□にレ点を付してください。 

事 務 所 登 録 地  

事 務 所 の 名 称  

開業税理士氏名 
又は 

代 表 社 員 氏 名 

□ 別紙のとおり 

□ 関与先なし 

□ 廃業（  年  月  日） 
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別紙２

令和  年  月  日 

関 与 先 名 簿（所属税理士用）

所  轄 

税務署名 
氏 名・名 称 納    税    地 関与開始年 

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

昭・平・令 
     年

（注）１ ４月１日現在、使用者の税理士又は税理士法人から承諾を得た上で、自ら税理士業務の

委嘱を受けている関与先を記載してください。 

２ □の箇所は、該当の□にレ点を付してください。 

３ Ａ４規格かつ当様式の全項目を満たす場合は、任意の書式を添付しても構いません。 

  その場合は、「別紙のとおり」の□にレ点を付してください。 

勤務先事務所所在地  

事 務 所 の 名 称  

所 属 税 理 士 氏 名  

□ 別紙のとおり 
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別紙３

令和   年  月  日 

使 用 人 等 名 簿 

□ 使用人なし  

１ 事務所登録地以外の使用人等の従事場所に関する情報 

２ 使用人等に関する情報（ □ 別紙のとおり） 

 ・「雇用形態」欄 

１:社員税理士、２:所属税理士、３:一般職員、４:パート、５:専従者のうち、該当番号を記載願い

ます。 

・「従事場所」欄 

  １:事務所登録地、２:登録地以外（自宅含む）、３:併用のうち、該当番号に○を付してください。 

氏  名 住   所 生年月日 採用年 
雇用

形態

従事 

場所 

昭・平 

  ・  ・ 

昭・平・令 

年
１･２･３ 

昭・平 

  ・  ・ 

昭・平・令 

年
１･２･３ 

昭・平 

  ・  ・ 

昭・平・令 

年
１･２･３ 

昭・平 

  ・  ・ 

昭・平・令 

年
１･２･３ 

昭・平 

  ・  ・ 

昭・平・令 

年
１･２･３ 

昭・平 

  ・  ・ 

昭・平・令 

年
１･２･３ 

昭・平 

  ・  ・ 

昭・平・令 

年
１･２･３ 

昭・平 

  ・  ・ 

昭・平・令 

年
１･２･３ 

昭・平 

  ・  ・ 

昭・平・令 

年
１･２･３ 

昭・平 

  ・  ・ 

昭・平・令 

年
１･２･３ 

（注）１ ４月１日現在の状況を記載してください。 
   ２ □の箇所は、該当の□にレ点を付してください。 

３ Ａ４規格かつ当様式の全項目を満たす場合は、任意の書式を添付しても構いません。 
その場合は、「別紙のとおり」の□にレ点を付してください。 

事務所の名称  

設置の有無 □ 無 ・ □ 有  
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● 総 ― ● ● 
令和 年 月 日 

  各  位 

●● 税務署長（官印省略） 

関与先名簿及び使用人等名簿の提出について 

 税務行政につきましては、日頃からご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
 さて、税務署では、税理士業務の適正な運営確保のため、管内の税理士等の皆様に、
関与先及び使用人等の概況を記載した名簿の提出をお願いしております。 
 つきましては、ご多忙中誠に恐縮ですが、下記のとおり、令和●年●月●日までに、
当署総務課宛ご提出くださいますようお願い申し上げます。 

なお、この依頼は財務省設置法第 19 条に基づくものであり、税理士業務の適正な運
営の確保を図る目的以外に利用することはございません。 

記 

１ 提出書類 
 様式名 提出区分 備考 

別紙１ 関与先名簿 必須 ― 

別紙２ 
関与先名簿 

(所属税理士用) 
該当の 
ある方 

勤務する所属税理士に直接受任の関与先がある場合 

別紙３ 使用人等名簿 必須 ― 

※ 書式は、関東信越国税局ホームページ（「新着情報」→「その他の情報」）にも
掲載しています。また、いずれもＡ４規格かつ全項目を満たしている場合、任意の
書式を別紙として提出していただいても構いません。 

２ 提出方法 
（１）e－Tax（イメージデータによる送信） 

詳細については、e－Tax ホームページをご参照ください。（「利用可能手続一
覧」→「イメージデータで送信可能な手続について」） 

（２）郵送 
同封の「返信用封筒」をご利用ください。 

この文書による行政指導の責任者は、表記の税務署長です。 

【照会先】

 ●●税務署 総務課 （担当者）●● ●● 

 電話番号 ●●●－●●●●（代） 音声ダイヤル「２」を押してください。

【e－Tax ホームページはこちら】 

別添４
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七 納税環境整備
３ その他
（1）添付書面等記載事項等のスキャナ読取り等
の要件の見直し等によるe-Taxの利便性の向上
電子情報処理組織を使用する方法（e-Tax）に

より、申請書面等に記載すべき事項及び添付書
面等に記載されている事項又は記載すべき事項
を、スキャナによる読取り等により作成した電
磁的記録（いわゆる「イメージデータ」）を送
信する場合等の要件について、次の措置を講ず
る。
①その読取り等の要件を白色から黒色までの

階調が256階調以上であること（現行 赤色、
緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上で
あること）とする。

送信容量については、令和５年５月以降、１回当たり８ＭＢから14ＭＢに拡大（合計154ＭＢ）しているものの、
税理士の皆様からは、更なる容量拡大の要望があるところ
現状、添付書類等のイメージデータ（ＰＤＦ形式）には、カラー要件（赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256
階調以上）があるため、データサイズが大きくなる傾向

相続税e－Taxの利便性向上について

利用者識別番号
確認手続きの簡素化

複数人分の利用者識別番号の確認を
１件の「変更等届出書」の送信で確
認可能
変更等届出書を送信した税理士に利
用者識別番号の有無等を電話で連絡

令和７年１月からe-Taxのマイ
ページにおいて、財産取得者は過
去にe－Tax送信した贈与税申告
情報が確認可能
令和７年５月から、委任登録を
行った税理士も財産取得者のマイ
ページが閲覧可能

利用者識別番号の
確認方法の詳細はこちら 委任登録の方法はこちら

Ｒ６.12～ Ｒ７.５～

財産取得者のe－Tax
マイページが閲覧可能

イメージデータの送信容量への対応

令和７年３月まで

令和７年４月以降

イメージデータ（ＰＤＦ形式）作成時のカラー要件が撤廃され、データサイズの抑制が可能

その他にも利便性は年々向上

税理士の皆さまからのご意見等を踏まえた、利便性の向上策

令和７年度税制改正大綱（抜粋）

別
添

６
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令和７ 年３ 月

税 務 署 

酒類販売業者の皆様へ 

税務行政及び酒類行政につきましては、日頃からご理解、ご協力をいただき、厚く お礼

申し上げます。  

 さて、酒類は致酔性などの特性を有する飲料であることから、酒類業者には20歳未満の

者の飲酒防止をはじめとした様々 な社会的要請への取組が求められています。  

 そこで、これらの取組状況につきまして、同封した「『 二十歳未満の者の飲酒防止に関す

る表示基準』 の実施状況等報告書」 により報告していただく ようお願いします。  

 なお、併せて「 酒類の販売数量等報告書」 により年間（ 令和６年４月１日から令和７年

３月31日まで）分の酒類の販売数量及び令和７年３月31日における酒類の在庫数量につい

て報告していただく ようお願いします。  

※１  税務署へ書面で報告書を提出（ 送付）する場合、同封の「 報告書送付書」を添付して提出してく ださい。  

※２  税務署へ郵送にて提出される際は、同封の返信用封筒をご利用く ださい。  

※３  報告書は折り曲げても差し支えありません。  

【 同封した書類等】  
・  「 二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」 の実施状況等報告書 

 ・  酒類の販売数量等報告書（ 提出用及び保管用） 各１部 

 ・  記載要領等 

 ・  報告書送付書 

 ・  返信用封筒 

 ・  酒類の適正な販売管理について 

 ・  20歳未満の者の飲酒防止啓発ポスター 

 ・  酒類の販売に関する報告もｅ －Ｔ ａ ｘ で手続を! !  

 ・  酒税に関するご相談等について 

（ 裏面もご覧く ださい。）  

○ 提出していただく 書類

１  「 二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」 の実施状況等報告書 

  ２  酒類の販売数量等報告書 

書面で報告書を提出（ 送付） する際は正本（ 提出用） のみご提出く ださい。

○ 提出期限及び提出先

令和７年４月30日（ 水）までに酒類販売場を所轄する税務署に提出してく ださい。

国税電子申告・ 納税システム（ ｅ －Ｔ ａ ｘ ） を是非ご利用く ださい。

  詳しく は、同封のパンフレット又は国税庁のｅ －Ｔ ａ ｘ ホームページをご覧く だ

さい。  

ｅ －Ｔ ａ ｘ ホームページ（ https: //www. e-tax. nta. go. j p）

各種報告書の提出等のお願い 
「 『 二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準』 の実施状況等報告書」 及び「 酒類の販売数量等報告書」

この文書による行政指導の責任者は酒類販売場を所轄する税務署長です。

別添７
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「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されました！ 

（https://www.nta.go.jp/taxes/sake/koujikin/index.htm）

○ 酒類販売管理研修等の義務化について

  酒類販売管理者は、①酒類販売管理研修を受講した者の中から選任すること、②３

年ごとに定期研修を受講させなければならないこととなっております。  

  また、酒類販売場には「 標識」を掲示しなければなりません。詳細につきましては、

同封した「 酒類の適正な販売管理について」 をご覧く ださい。  

○ 酒類販売管理研修の受講について

酒類販売管理研修の実施予定及び研修実施団体の連絡先は、国税庁ホームページ

から確認できます。  

  なお、研修の受講に当たっては、研修実施団体への事前申込みが必要ですのでご

注意く ださい（ 事前申込みなしでは受講できません。）。  

（ 掲載場所）

トップページ＞税の情報・ 手続・ 用紙＞お酒に関する情報＞酒類の販売管理＞酒類販売管理研修

実施団体の指定状況等及び研修実施予定について 

（ https: //www. nta. go. j p/taxes/sake/hambai /kenshuyotei /01. htm）  

○ 酒類販売管理者に変更・ 異動があった場合について

  次の事由が生じた場合には、酒類販売管理者の選任と解任の事項を記載した「 酒

類販売管理者選任（ 解任） 届出書」 を提出する必要があります。  

  （ １ ） 酒類販売管理者を変更（ 転勤、店舗間異動等を含む。） した場合 

  （ ２ ） 酒類販売管理者の退職等により、他の者を選任した場合 

○ 「 20歳未満の者の飲酒防止啓発ポスター」 の掲示について

毎年４月（ ４月１日から４月30日まで） は、「 20歳未満飲酒防止強調月間」 です。

  同封した20歳未満の者の飲酒防止啓発ポスターを店頭又は店内に掲示していただ

く ようお願いします。  

  なお、年齢確認等の20歳未満の者の飲酒防止に関する取組は、年間を通じて求め

られるものですので、20歳未満飲酒防止強調月間終了後においても、引き続き当ポス

ターを掲示していただく ようお願いします。  

この文書についてのお問合せは、封筒に記載の税務署（ 酒類指導官）宛にお願いします。

「『 二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準』 の実施状況等報告書」 及び「 酒類

の販売数量等報告書」に関しまして、改善に関するご意見・ ご要望がある方は、財務省

ウェブサイト上の「 ご意見箱」（「 ト ップページ ＞ 申請・ お問合せ ＞ ご意見箱＞財務

行政へのご意見・ ご要望の受付」） から、件名に「 財務省の調査等」 と記載の上、お寄

せく ださい。  

ご意見箱（ https: //www2. mof . go. j p/enquete/j a/i ndex. php）  

 （ 調査の改善に関する受付窓口） 財務省大臣官房文書課政策分析調整室 

別添７
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- 1 - 

税 務 署 

酒 類 免 許 業 者 の 皆 様 へ 

税務署長から、酒類・酒母・もろみ製造免許又は酒類販売業（媒介業・代理業）免許を受けて

いる方が、税務署に申請した事項につき、変更する場合には事前申請又は申告を行う必要があ

ります。 

 以下、酒類販売業免許通知書を例に、免許通知書の各項目に変更がある場合の手続は  裏

面の表のとおりです。 

（免許の通知書） 

霞酒第○○○号   

 令和○○年○月○日 

東京都千代田区大手○丁目○番○号   ①

○○ ○○ 殿     ②

霞が関税務署長 税務 太郎 

酒 類 販 売 業 免 許 通 知 書 

 ③ 

     令和○○年○月○日付で申請のあった東京都千代田区大手○丁目○○番（別紙の 

図面に記載の酒類販売場の位置）の酒類販売業免許については、下記条件を付けて 

令和○○年○月○日付で免許しましたから、酒税法第21条の規定により通知します。 

なお、下記条件は、酒税保全上酒類の需給の均衡を維持するために付けるものです。 

                         記 

     酒類の販売方法は、通信販売を除く小売に限る。  

（注）酒類販売業免許について記載していますが、酒類・酒母・もろみ製造免許についても

同様の手続が必要となります。 

別添10
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免許通知書の項目に変更があった場合の主な手続 

項目 内            容 申  請  書  等 期  限 

① 住所又は所在地が変更になった場合 異動申告書 直ちに 

② 

相続した場合 酒類販売業相続申告書 遅滞なく 

事業譲渡した場合（個人事業者に限る。） 酒類販売業事業譲渡申告書 遅滞なく 

法人成り、法人の合併・分離・分割、 

営業の承継・譲受（注１）など組織再編をす

る場合  
酒類販売業免許申請書 

酒類販売業免許取消申請書 

あ ら か じ

め 免 許 申

請 と 取 消

申 請 を 同

時に（注４）

法人の名称を変更（注２）した場合 異動申告書 直ちに 

法人の組織変更（注２）をした場合 異動申告書 直ちに 

法人の役員が変わった場合 異動申告書 直ちに 

③ 

販売場を他の場所へ移転（注３）する場合 酒類販売場移転許可申請書 
あ ら か じ

め（注４）

販売場所在地の町名等が変わった場合 異動申告書 直ちに 

販売場の名称が変わった場合 異動申告書 直ちに 

そ 

の 

他 

酒類販売業を休止・再開する場合 酒類販売業休止・開始申告書 遅滞なく 

酒類販売業を廃止する場合 酒類販売業免許取消申請書 
廃止しよう

とするとき

（注）１ 「営業の承継」とは、３親等内の親族に承継する場合をいい、「営業の譲受」は酒類小

売業免許では行うことができません。 

２ 「法人の名称を変更」及び「法人の組織変更」とは、株式会社と持分会社（合名・合資・

合同会社)間の組織変更、持分会社間の会社種類の変更を含みます。 

３  販売場を他の場所に移転する場合は、異動申告書によらず所轄税務署長の許可を受ける

必要があります。 

４ 申請書類の審査の期間（標準処理期間２か月）を考慮して提出してください。 

本件についてお分かりにならない点や具体的手続については、熊谷税務署酒類指導官    

 にお尋ねください。また、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）、「お酒について 

 のＱ＆Ａ」でも情報を提供していますのでご利用ください。 

別添10

-22-


